
別表２　接続形態 

１　適用

（１）事業者の区分 本表及び附則においては、左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。

意 味

1

2

利用者が通信の発信を行う場合に、その通信が経由する電気通信設備を設置する電気通信事業者
（発信事業者及び着信事業者を除きます。）

4

5

(２)「料金設定事業者」欄、 本表「料金設定事業者」欄・「料金請求事業者」欄における次表の左欄の略称は､それぞれ右欄の区間の意味で使用します。
「料金請求事業者」欄に 略称
おける略称 区間Ａ

区間Ｂ

区間Ｃ

区間Ｄ

（３）表の適用 　本表においては、接続形態を次の各号により規定します。

発信事業者である特定端末事業者を起点とし、当社、特定中継事業者又は特定端末系事業者により構成される区間（この場合、特定中継事業者を必ず
経由します。）

着信事業者である当社を起点とし、当社、特定中継事業者又は特定端末系事業者により構成される区間（この場合、特定中継事業者を必ず経由しま
す。）

用  語
利用者が通信の発信を行う場合に、その利用者と直接接続する電気通信事業者（ただし、２―２表及び２－３表で規定する発
信事業者はこの限りでありません。）
利用者が通信の発信を行う場合に、通信を行う相手に直接接続する電気通信事業者（ただし、２―２表及び２－３表で規定す
る着信事業者はこの限りでありません。）

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成15年法律第125号）による改正前の電
気通信事業法（以下「旧事業法」といいます。）第22条第１項の規定による届出を行った者又は同法第24条第１項の登録を受
けた者

3 経由事業者

旧第２種電気通信事業者

発信事業者

着信事業者

中間経由等事業者
国際電気通信サービス又は相互接続点相互間の国内電気通信サービスを提供する電気通信回線設備を設置している電気通信事
業者であって、番号規則別表第10号に規定する電気通信番号を有しない電気通信事業者

意味
発信事業者である当社を起点とし、当社、特定中継事業者又は特定端末系事業者により構成される区間（この場合、特定中継事業者を必ず経由しま
す。）

ア 「発信事業者」欄に示す事業者から発信し、「経由事業者」欄に示す事業者（同一の事業者を複数経由する場合も含みます）を経由して「着信事
業者」欄に示す事業者に着信する通信。ただし、該当の事業者が存在しない場合はその欄を空欄とし、右の「着信事業者」欄に示す事業者に着信する
ものとします。
イ ＤＳＬ回線との接続形態は２－１表に、２－１表及び２－３表以外の接続形態は２―２表に、第５条（標準的な接続箇所）第１項の表中第７－２
欄で接続する場合の接続形態は２－３表に規定します。この場合において、２―２表の発信事業者欄又は着信事業者欄に規定する当社又は協定事業者
と、２―１表（「着信事業者」とあるのは「発信事業者」と、「発信事業者」とあるのは「着信事業者」と読み替える場合があります。）の着信事業
者欄に規定する当社又は協定事業者が同一である場合は、２－２表に規定する接続形態は、２－１表の着信事業者欄に規定する当社又は協定事業者に
接続することがあります。なお、２－１表と２－２表を組み合わせて適用する場合において、２－２表に規定する接続形態は、当社を含まない接続形
態に接続することがあります。
ウ ２－３表の着信事業者欄に当社又は協定事業者と規定されている接続形態については、固定番号ポータビリティが行われた場合、当社又は協定事
業者のＥＮＵＭサーバによる番号解決により着信事業者へ接続されます。この場合において、本表に規定する第２表から第４表の変更はありません。
エ 第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、本表の第１表において、「発信事業者欄」又は「着信事業者欄」に「携帯・自動車電話事業者」と記述が
ある場合には、「発信事業者」欄に記載された携帯・自動車電話事業者から当社の通信路設定伝送機能等に係る区間を経由して経由事業者若しくは着
信事業者に接続する場合又は当社の通信路設定伝送機能等に係る区間を経由して「着信事業者」欄に記載された携帯・自動車電話事業者に着信する場
合があります。

オ 第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、本表の第１表において、「発信事業者欄」、「経由事業者欄」又は「着信事業者欄」に当社以外の事業者
が記述されている場合には、当該事業者の区間に当社又は特定端末系事業者の端末回線伝送機能表中第６欄の機能又は光信号中継伝送機能に係る区間
を含む場合があります。

着信事業者である特定端末事業者を起点とし、当社、特定中継事業者又は特定端末系事業者により構成される区間（この場合、特定中継事業者を必ず
経由します。）

区 分 内 容



ク 第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、本表の第１表において、「着信事業者欄」に「携帯・自動車電話事業者」と規定されている接続形態につ
いては、移動体番号ポータビリティが行われた場合は、他の携帯・自動車電話事業者に係る区間を経由して「着信事業者欄」に規定された携帯・自動
車電話事業者に着信する場合があり、ローミングが行われた場合は、他の携帯・自動車電話事業者に係る区間を経由して「着信事業者欄」に規定され
た携帯・自動車電話事業者に着信する場合があります。この場合において、本表に規定する第２表から第４表の変更はありません。
ケ ２－２表又は２－３表に規定する接続形態において、着信事業者欄に規定する協定事業者と、その他の接続形態において発信事業者欄に規定する
協定事業者が同一である場合は、２－２表又は２－３表に規定する接続形態は、２－２表又は２－３表に規定するその他の接続形態の発信事業者欄に
規定する協定事業者に接続することがあります。なお、２－２表又は２－３表同士を組み合わせて適用する場合において、２－２表又は２－３表に規
定する接続形態は、当社を含まない接続形態に接続することがあります。

（６）第２表から第４表におけ
る旧第２種電気通信事業者の特
定について

　本表第１表経由事業者欄において旧第２種電気通信事業者が複数ある場合であって、「利用者料金設定事業者」欄、「利用者料金請求事業者」欄及
び「網使用料支払事業者」欄において旧第２種電気通信事業者が存在する場合は、「（発側から１社目の旧第２種電気通信事業者）」、「（発側から
２社目の旧第２種電気通信事業者）」、「（発側から３社目の旧第２種電気通信事業者）」と記述します。

　本表の第１表において、「経由事業者」欄に「当社等」と記述がある場合は、それぞれの接続形態において、「当社」、「特定中継事業者」又は
「特定端末系事業者」のいずれかを経由（「当社」、「特定中継事業者」又は「特定端末系事業者」を複数経由する場合も含みます。）する場合を表
します。

　本表第１表経由事業者欄において中継事業者が複数ある場合であって、「利用者料金設定事業者」欄、「利用者料金請求事業者」欄及び「網使用料
支払事業者」欄において中継事業者が存在する場合は、「（発側から１社目の中継事業者）」、「（発側から２社目の中継事業者）」、「（発側から
３社目の中継事業者）」と記述します。この場合において、当該中継事業者は発信事業者から「特定中継事業者」を除いて数えた中継事業者を表して
いる場合があります。ただし、同一の接続形態であって利用者が「利用者料金設定事業者」及び「利用者料金請求事業者」を選択できる場合は、
「（発側からｎ社目の中継事業者）」と記述し、中継事業者の契約約款等に規定する電話等サービスであって当社、特定端末系事業者又は端末系事業
者の専用回線に着信する接続形態において、その中継事業者が当該専用回線区間の利用者料金設定事業者である場合は「（着側から１社目の中継事業
者）」、「（着側から２社目の中継事業者）」と記述し、中継事業者の電気通信設備により制御を行うことにより当該中継事業者の契約者向けサービ
スを実現する接続形態の場合において、２－２表第１表に当該中継事業者以外の中継事業者のみが規定されているときに限り、第２表から第４表にお
いて「中継事業者（サービス制御事業者）」と記述します。

（５）第２表から第４表におけ
る中継事業者の特定について

（４）第１表における「当社
等」の表記について

コ ２表に規定する利用者料金設定事業者若しくは２－３表に規定する発信事業者欄、着信事業者欄、利用者料金設定事業者欄、利用者料金請求事業
者欄又は網使用料支払事業者欄において「協定事業者」と記述がある場合には、当社以外の全ての事業者に適用できるものとします。
サ 第１欄及び本欄アの規定にかかわらず、２－３表に規定する接続形態及びＩＰ音声接続に係る接続形態であって発信事業者及び着信事業者が協定
事業者となる接続形態は、当社又は特定端末系事業者の中間配線盤を経由する場合があります。

シ ２－２表又は２－３表に規定する接続形態において、着信事業者欄に規定する事業者と利用者料金設定事業者が同一となる接続形態は、以下の場
合に限ります。
（ｱ）着信事業者の電気通信設備により制御を行うことにより、電気通信番号計画（令和元年総務省告示第６号）（以下「番号計画」といいます。）に
定める付加的役務電話番号又は事業者識別番号を使用する当該着信事業者の契約者向けサービスを実現する場合
（ｲ）当社又は特定端末系事業者が着信事業者となる場合であって、番号計画に定める電報受付機能に係る番号に着信するとき
（ｳ）携帯・自動車電話事業者が着信事業者となる場合であって、当該携帯・自動車電話事業者が指定する特定の電話番号への着信により当該着信事業
者の契約者向けサービスを実現するとき

ス ２―３表の第１表の発信事業者欄及び着信事業者欄いずれにおいても「当社」の記述がない接続形態について、当社のＥＮＵＭサーバによる番号
解決により着信事業者へ接続することがあります。この場合において、本表に規定する第２表から第４表の変更はありません。

キ 削除

カ 本表の第２表及び第３表において、各役務提供事業者と記述されている場合であって、当社以外の着信事業者が第５条（標準的な接続箇所）第１
項表中第１欄又は第５欄でIP通信網と接続するときは、第２表及び第３表の記述にかかわらず、当社の第４条（端末回線線端接続事業者の料金及び技
術的条件等）に係る区間又は通信路設定伝送機能等に係る区間の料金設定及び料金請求を行っている場合があります。



２ 利用者料金設定、請求事業者等 

○ 利用者料金設定事業者の別

番号 利用者料金設定事業者 

Ａ１ 当社 

Ａ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社

(ｲ)着信事業者欄：当社

Ａ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

Ａ１の６ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

Ａ１の１０

－２ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

Ａ１の１４ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

Ａ１の２０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者)

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

Ｂ１ 特定端末系事業者 

Ｂ１の３ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

Ｂ１の５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者

(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

Ｂ１の１５ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者)

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

Ｂ１の１６ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者

(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者(発信事業者)

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

Ｃ１ 端末系事業者 

Ｃ１の１５ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

Ｃ１の２０ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者

(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

Ｃ１の２１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：端末系事業者

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｳ)ＤＳＬ回線区間：当社

Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 

Ｃ３ 端末系事業者(着信事業者) 

Ｄ１ 中継事業者 

Ｄ１の２０ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者

(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｳ)着信事業者欄：当社

Ｄ１の２１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者

(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

Ｄ１の２７ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｳ)着信事業者欄：当社

番号 利用者料金設定事業者 

Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 

Ｄ３の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｲ)発信事業者欄：当社

Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 

Ｄ４の３１ 

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

Ｅ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者

(ｲ)着信事業者欄：当社

Ｅ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者

(ｲ)着信事業者欄：国際系事業者

Ｆ１ 携帯・自動車電話事業者 

Ｆ１の４ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者

(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

Ｆ２ 携帯・自動車電話事業者(発信事業者) 

Ｊ１ 国際系事業者 

Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 

Ｋ１の８ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

Ｋ１の９ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者

(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

Ｋ１の１３ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者

(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

Ｋ１の１５ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

Ｋ１の１６ 

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者

(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

Ｋ３ 旧第２種電気通信事業者(発側から２社目の旧第２種電気通信事業者) 

Ｋ４ 旧第２種電気通信事業者(着信事業者) 

Ｌ１の１１ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者

(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

Ｍ１ 各役務提供事業者 

Ｍ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者

(ｲ)着信事業者欄：２－２表による

Ｎ１の２ 
(ｱ)(ｲ)以外の区間：２－２表による

(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

Ｑ１ 協定事業者 



２－１  ＤＳＬ回線との接続形態別利用者料金請求、網使用料支払事業者等 

第１表 第３表 第４表

発信事業者 経由事業者 着信事業者 番号 利用者料金設定事業者 利用者料金請求事業者 網使用料支払事業者

1 当社 ― 端末系事業者 Ｃ１の２０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

2 当社 ― 端末回線線端接続事業者 Ｌ１の１１
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末回線線端接続事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

3 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

4 当社 ― 端末系事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

5 端末系事業者 端末系事業者及び当社等 当社 Ｍ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

２―２表による

5-2 当社 端末系事業者 当社 Ｍ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

２―２表による

6 旧第２種電気通信事業者
旧第２種電気通信事業者

及び当社等
当社 Ｍ１の２

(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

２―２表による

6-2 当社 旧第２種電気通信事業者 当社 Ｍ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

(ｱ)(ｲ)以外の区間：各役務提供事業者
(ｲ)着信事業者欄：２―２表による

２―２表による

7 端末系事業者 当社等 端末系事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

8 旧第２種電気通信事業者
旧第２種電気通信事業者

及び当社等
端末系事業者 Ｃ１の２０

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

8-2 当社 旧第２種電気通信事業者 端末系事業者 Ｃ１の２０
(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

9 旧第２種電気通信事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

10 旧第２種電気通信事業者
旧第２種電気通信事業者

及び当社等
端末系事業者 Ｃ１の２１

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者
(ｳ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者
(ｳ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

当社等

端末系事業者及び当社等

11-2 当社 ― 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

11-3 当社
旧第２種電気通信事業者

及び端末系事業者
端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

12 旧第２種電気通信事業者
旧第２種電気通信事業者及び

当社等
端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

中継事業者

旧第２種電気通信事業者
及び当社等

13 旧第２種電気通信事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

13-2 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

14 旧第２種電気通信事業者
旧第２種電気通信事業者

及び当社等
端末系事業者 Ｃ１の１５

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

―

15 旧第２種電気通信事業者 当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｎ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：２―２表による
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：２―２表による
(ｲ)発信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

―

15-2 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)ＤＳＬ回線区間：当社

―

16-2 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｎ１の２ ２―２表による ２―２表による ―

17 当社 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｋ４ 旧第２種電気通信事業者(着信事業者） 旧第２種電気通信事業者(着信事業者） ―

17-2 当社 中継事業者 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

18 当社 旧第２種電気通信事業者 端末系事業者 Ｋ３
旧第２種電気通信事業者

（発側から２社目の旧第２種電気通信事業者）
旧第２種電気通信事業者

（発側から２社目の旧第２種電気通信事業者）
－

19 当社
旧第２種電気通信事業者

及び中継事業者
端末系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 －

19-2 当社 中継事業者 端末系事業者 Ｄ４
中継事業者

（発側から２社目の中継事業者）
中継事業者

（発側から２社目の中継事業者）
－

20 当社
旧第２種電気通信事業者

及び中継事業者
当社 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 －

ＮＯ.
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備考欄

11 端末系事業者 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

端末系事業者 ―12-2 当社 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者



２－２  ２－１表及び２－３表以外の接続形態別利用者料金請求、網使用料支払事業者等

第１表 第３表 第４表

発信事業者 経由事業者 着信事業者 番号 利用者料金設定事業者 利用者料金請求事業者 網使用料支払事業者

3-2 当社 ― 端末回線線端接続事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

4 当社 ― 端末系事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

5 当社 ― 端末系事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

6-2 当社 ― 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

11 当社 ― 衛星系事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

14 当社 ― 国際系事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

17-2 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

18 当社 ― 旧第２種電気通信事業者 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

26-4 端末系事業者 ― 当社 Ｃ１ 端末系事業者 端末系事業者 ―

27 端末系事業者 ― 当社 Ｍ１ 各役務提供事業者 各役務提供事業者 ―

42 当社 中継事業者 当社 Ｄ１の２０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

43-2 当社 旧第２種電気通信事業者 当社 Ｋ１ 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者 ―

49 当社 中継事業者 当社 Ａ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：当社

―

51 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｅ１の２
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：当社

特定中継事業者  

中継事業者

中継事業者及び当社等

中継事業者及び中間経由等事業者

中継事業者、中間経由等事業者及び当社等

中継事業者

中継事業者及び当社等

59-3 当社 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ４の３１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
(ｲ)区間Ａ：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｳ)着信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)
―
―

74 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ｄ１の２１
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：特定端末系事業者

―

中継事業者

中継事業者及び当社等

85-3 当社 中継事業者 特定端末系事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

100-23 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ａ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

107 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 当社 Ｄ１の２７
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：中継事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：当社

―

114-4 特定端末系事業者 中継事業者 当社 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

175-30 当社 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：当社
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

248-22 端末系事業者 中継事業者 当社 Ｄ３ 中継事業者(発側から１社目の中継事業者) 端末系事業者 中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

320-19 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

320-20 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｋ１の１６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者(着側から２社目の中継事業者)

旧第２種電気通信事業者

320-25 特定端末系事業者 旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

特定端末系事業者

中継事業者及び当社等 端末系事業者

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

320-29 特定端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の３
(ｱ)(ｲ)以外の区間:特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄:端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間:特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄:端末系事業者

特定端末系事業者

333 特定端末系事業者 当社等 国際系事業者 Ｅ１の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)：着信事業者欄：国際系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定中継事業者
(ｲ)：着信事業者欄：国際系事業者

―

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者及び中継事業者

中継事業者

中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

372-3 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者
Ａ１の１０-

２
(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

―

372-5 端末系事業者 中継事業者及び当社等 特定端末系事業者 Ａ１の１４
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

―

485-8 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ａ１の２０
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から２社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：当社
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から２社目の中継事業者）

－

485-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の１５
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から１社目の中継事業者）

特定端末系事業者

485-13 端末系事業者 中継事業者及び当社等 端末系事業者 Ｂ１の１６
(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から２社目の中継事業者）

(ｱ)(ｲ)又は(ｳ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)発信事業者欄：端末系事業者（発信事業者）
(ｳ)着信事業者欄：中継事業者（着側から２社目の中継事業者）

特定端末系事業者

ＮＯ.
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備考欄

54 当社 当社 Ｄ３の８
(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

(ｱ)(ｲ)以外の区間：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
(ｲ)発信事業者欄：当社

中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

58 当社

59 当社

当社

当社

Ｄ１

Ｄ３

 中継事業者

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

 中継事業者
 発側：中継事業者

着側：中間経由等事業者

発側：中継事業者(発側から１社目の中継事業者)
着側：中継事業者(発側から２社目の中継事業者)

中継事業者(発側から１社目の中継事業者)

81-2 当社 特定端末系事業者 Ａ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

―

171 当社 端末系事業者 Ａ１の４
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

―

171-8 当社 端末系事業者 Ａ１の６
(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：当社
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

－

175-35 当社 端末系事業者 Ａ１ 当社 当社 －

320-27 特定端末系事業者 Ｂ１の５
(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

特定端末系事業者

340-10 特定端末系事業者

340-5 特定端末系事業者 当社

当社

Ｋ１の８

Ｂ１の５

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

(ｱ)(ｲ)以外の区間：旧第２種電気通信事業者
(ｲ)発信事業者欄：特定端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：特定端末系事業者
(ｲ)着信事業者欄：中継事業者(着側から１社目の中継事業者)

特定端末系事業者

旧第２種電気通信事業者



487-2 端末系事業者 当社等 端末系事業者 Ｃ２ 端末系事業者(発信事業者) 端末系事業者(発信事業者) ―

中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者及び当社等

当社等

携帯・自動車電話事業者及び当社等

496-12 端末系事業者 中継事業者及び当社等 携帯・自動車電話事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 中継事業者

当社等

携帯・自動車電話事業者及び当社等

501-6 端末系事業者 中継事業者及び当社等 国際系事業者
Ａ１の１０-

２
(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間: 当社
(ｲ)発信事業者欄: 端末系事業者

―

中継事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

当社等

携帯・自動車電話事業者及び当社等

当社等

中継事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

当社等

携帯・自動車電話事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

509-9 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者及び当社等 端末系事業者 Ｃ１ 端末系事業者 携帯・自動車電話事業者 －

当社等

携帯・自動車電話事業者及び当社等

当社等

携帯・自動車電話事業者及び当社等

当社等

携帯・自動車電話事業者及び当社等

当社等

中継事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

513-12 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者及び当社等 旧第２種電気通信事業者 Ｆ１の９
(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：旧第２種電気通信事業者

携帯・自動車電話事業者 －

513-13 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ１ 中継事業者 中継事業者 －

513-14 携帯・自動車電話事業者 携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等 国際系事業者 Ｄ４ 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) 中継事業者(発側から２社目の中継事業者) －

当社等

携帯・自動車電話事業者及び当社等

当社等

中継事業者及び当社等

旧第２種電気通信事業者、中継事業者及び当社等

中継事業者及び当社等

携帯・自動車電話事業者、中継事業者及び当社等

552 当社 当社等 当社 Ａ１ 当社 当社 ―

―

―

―

―

―

―

―

－

―

携帯・自動車電話事業者

端末系事業者

中継事業者

国際系事業者

携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者(発信事業者)

旧第２種電気通信事業者

国際系事業者

旧第２種電気通信事業者

491-2 端末系事業者 端末系事業者 Ｃ３ 端末系事業者(着信事業者) 端末系事業者(着信事業者) ―

497-2 端末系事業者

495-2 端末系事業者 携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者

Ｆ１

Ｆ１

携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者

端末系事業者

―

―

506-3 携帯・自動車電話事業者

506-5 携帯・自動車電話事業者

端末系事業者

端末系事業者

Ｆ１の４

Ｆ１の４

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

(ｱ)(ｲ)以外の区間：携帯・自動車電話事業者
(ｲ)着信事業者欄：端末系事業者

携帯・自動車電話事業者

―

509-6 携帯・自動車電話事業者

509-7 携帯・自動車電話事業者

508-2 携帯・自動車電話事業者 端末系事業者

端末系事業者

端末系事業者

Ｆ１

Ｃ１

Ｄ１

携帯・自動車電話事業者

端末系事業者

中継事業者

513-4 携帯・自動車電話事業者 国際系事業者 Ｊ１ 国際系事業者

513-11 携帯・自動車電話事業者

513-6 携帯・自動車電話事業者

513-7 携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者

旧第２種電気通信事業者

Ｆ１

Ｆ２

Ｋ１

携帯・自動車電話事業者

携帯・自動車電話事業者(発信事業者)

旧第２種電気通信事業者

542-2 国際系事業者 携帯・自動車電話事業者 Ｊ１ 国際系事業者

543-7 旧第２種電気通信事業者

543-6 旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

携帯・自動車電話事業者

Ｋ１

Ｋ１

旧第２種電気通信事業者

旧第２種電気通信事業者 旧第２種電気通信事業者

―

―



２－３　ＩＰ音声接続に係る接続形態別利用者料金請求、網使用料支払事業者等

第３表 第４表

発信事業者 着信事業者 番号 利用者料金設定事業者 利用者料金請求事業者 網使用料支払事業者

1 当社 協定事業者 Ａ１ 当社 当社 -

2 当社 協定事業者 Ｑ１ 協定事業者 協定事業者 協定事業者

3 協定事業者 当社 Ａ１ 当社 当社 -

4 協定事業者 当社 Ｑ１ 協定事業者 協定事業者 協定事業者

5 協定事業者 当社 Ａ１ 当社 協定事業者 -

6 当社 協定事業者 Ｑ１ 協定事業者 当社 協定事業者

7 協定事業者 当社 Ｑ１ 協定事業者 当社 協定事業者

8 協定事業者 協定事業者 Ｑ１ 協定事業者 協定事業者 -

第１表

ＮＯ.
第２表(参考)

備考欄
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